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「障がい者対象」の職員採用選考時における障害者手帳の取扱いに関する調査について 

 

大阪府では、地方自治体における「障がい者対象」の職員採用選考時の障害者手帳の取扱いに関し、

今後の啓発のあり方等検討の参考とするため、各自治体（全国の都道府県、政令市、大阪府内の市町村）

の取扱いの現状について調査を行った。 

令和５年度（令和５年度に実施が無い場合は令和４年度）に各自治体が実施した、障がい者対象の職

員採用選考における「障害者手帳」の取扱いについて以下のとおり取りまとめた。 

 

（概要） 

①令和４～５年に、障がい者対象の職員採用選考を実施した自治体は 8 5 .4％（都道府県・政令市で

は１００％で実施） 

②採用選考時に応募者が手帳を保持しているかの確認手法では、「選考時（筆記考査・面談考査）に、

障害者手帳を持参させ、職員が目視により確認を行っている」が最も多く 4 4 自治体（4 6 .3％）。

なお、府内市町村では「応募書類として、障害者手帳の一部（表紙や氏名、障がい等級などが確

認できる箇所）のコピーについて、提出を求めている」が最も多く 1 4 自治体（5 3 .８％）。 

③応募時・選考時に障害者手帳を確認している理由では、「応募者に受験資格があるか（手帳を交付

された障がい者であるか）を確認するため」が最も多く、8 0 自治体（6 8 .4％） 

④応募者から、選考時の配慮事項を確認するための手続きでは、「応募書類に、選考時の配慮を求め

る事項を記載させる様式がある」が最も多く 7 0 自治体（7 6 .9％） 

 

１ 調査対象 

 ( 1)  都道府県  46自治体（うち回答：40 自治体）＋【１自治体で人事課･人事委員会採用を別に回答あり】 

  

( 2)  政令市   20 自治体（うち回答：17自治体）＋【１自治体で人事課･人事委員会採用を別に回答あり】 

 

( 3)  府内市町村 43 自治体（うち回答：37自治体） 

 

２ 設問・回答概要 

( 1)  貴自治体において、令和４～５年度に障がい者対象の職員採用選考を実施していますか 

 都道府県 政令市 府内市町村 全 体 

① 採用選考を実施している 
４１自治体 

（100. 0％） 

１８自治体 

（100. 0％） 

２３自治体 

（ 62. 2％） 

８２自治体 

（ 85. 4％） 

② 採用選考を実施していない 
 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 ０自治体 

（  0. 0％） 

１４自治体 

（ 37. 8％） 

１４自治体 

（ 14. 6％） 

計 
 ４１自治体 

（100. 0％） 

 １８自治体 

（100. 0％） 

３７自治体 

（100. 0％） 

９６自治体 

（100. 0％） 
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( 2)  障がい者対象の職員採用選考の際に、応募者が障害者手帳を保持しているかどうか確認するた

め、以下の方法をとっていますか（複数回答） 

 都道府県 政令市 府内市町村 全 体 

① 応募書類として、障害者手帳

の全ページのコピーについ

て提出を求めている 

 １自治体 

（ 2. 0％） 

 ０自治体 

（  0. 0％） 

 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 １自治体 

（ 1. 1％） 

② 応募書類として、障害者手帳

の一部（表紙や氏名、障がい

等級などが確認できる箇所）

のコピーについて、提出を求

めている 

 ２自治体 

（ 4. 0％） 

 ３自治体 

（ 15. 8％） 

１４自治体 

（ 53. 8％） 

１９自治体 

（ 20. 0％） 

③ 選考時（筆記考査・面談考査）

に、障害者手帳の全ページの

コピーについて、提出を求め

ている 

 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 １自治体 

（  5. 3％） 

 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 １自治体 

（ 1. 1％） 

④ 選考時（筆記考査・面談考査）

に、障害者手帳の一部のコピ

ーについて、提出を求めてい

る 

１１自治体 

（ 22. 0％） 

 ４自治体 

（ 21. 1％） 

 ６自治体 

（ 23. 1％） 

２１自治体 

（ 22. 1％） 

⑤ 選考時（筆記考査・面談考査）

に、障害者手帳を持参させ、

職員が目視により確認を行

っている 

３２自治体 

（ 64. 0％） 

１０自治体 

（ 52. 6％） 

 ２自治体 

（ 7. 7％） 

４４自治体 

（ 46. 3％） 

⑥ 選考時（筆記考査・面談考査）

に、障害者手帳を確認するこ

とは無い（設問４に進んでく

ださい） 

 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 ０自治体 

（  0. 0％） 

 １自治体 

（ 3. 8％） 

 １自治体 

（ 1. 1％） 

⑦ その他【       】 
 ４自治体 

（ 8. 0％） 

 １自治体 

（  5. 3％） 

 ３自治体 

（ 11. 5％） 

 ８自治体 

（  8. 4％） 

計 
５０自治体 

（100. 0％） 

１９自治体 

（100. 0％） 

２６自治体 

（100. 0％） 

９５自治体 

（100. 0％） 

【その他記載】 

・2 次試験の面接時に、県が障害者手帳の一部についてコピーをしている（都道府県） 

・応募時に手帳の交付機関・年月日・番号・障がい名・級別等（・有効期限）の記載を求めて

いる（都道府県） 

・試験時の配慮希望事項によっては、受験申込時に障害者手帳の一部（表紙や氏名、障がい等

級などが確認できる箇所）のコピーについて提出を求めている（都道府県） 

・受験申込時に、手帳等の記載事項について記入を求めている（都道府県） 
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・選考の際に特定の配慮事項（点字による受験、作文・論文作成時のパソコンによる受験）が

ある場合は、障害者手帳を持参させ、職員が目視により確認を行っている（政令市） 

・選考時（筆記考査・面談考査）に、障害者手帳を持参させ、職員が目視による確認及び障害

者手帳の一部のコピーを行っている（府内市町村） 

・申し込み時のチェック項目で所持していることを申告させたうえで、障害の内容、等級、試

験時の配慮事項を記載してもらう（府内市町村） 

・採用時に、障害者手帳の一部のコピーについて提出を求めている（府内市町村） 

 

 

( 3)  応募時・選考時に障害者手帳を確認している理由を教えてください（複数回答） 

 都道府県 政令市 府内市町村 全体 

① 応募者に受験資格があるか

（手帳を交付された障がい

者であるか）を確認するた

め 

４１自治体 

（ 68. 3％） 

１８自治体 

（ 78. 3％） 

２１自治体 

（ 61. 8％） 

８０自治体 

（ 68. 4％） 

② 選考時（筆記考査・面接考

査）の配慮事項を確認する

ため 

 ６自治体 

（ 10. 0％） 

 １自治体 

（  4. 3％） 

 ５自治体 

（ 14. 7％） 

１２自治体 

（ 10. 3％） 

③ 選考時などに応募者が求め

た配慮事項が、真に必要な

障がい種別であるかを確認

するため（例：点字での受験

希望者が視覚障がい者であ

るか、試験時間延長を求め

る障がい者が、読字障がい

などであるか） 

 ９自治体 

（ 15. 0％） 

 ３自治体 

（ 13. 0％） 

 ４自治体 

（ 11. 8％） 

１６自治体 

（ 13. 7％） 

④ 採用後の配慮事項を確認す

るため 

 ４自治体 

（ 6. 7％） 

 １自治体 

（  4. 3％） 

 ４自治体 

（ 11. 8％） 

 ９自治体 

（  7. 7％） 

⑤ その他【       】 
 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 ０自治体 

（  0. 0％） 

 ０自治体 

（ 0. 0％） 

 ０自治体 

（ 0. 0％） 

計 

６０自治体 

（100. 0％） 

２３自治体 

（100. 0％） 

３４自治体 

（100. 0％） 

１１７自治

体 

（100. 0％） 
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( 4)  応募者から、選考時の配慮事項を確認するため、どのような手続きを行っていますか（複数回答） 

 都道府県 政令市 府内市町村 全体 

① 応募書類に、選考時の配慮

を求める事項を記載させる

様式がある  

３９自治体 

（ 88. 6％） 

１７自治体 

（ 73. 9％） 

１４自治体 

（ 58. 3％） 

７０自治体 

（ 76. 9％） 

② 応募者が配慮を希望する場

合は、事前に電話やファク

シミリ、メールなどで連絡

させ、個別に調整する 

 ２自治体 

（ 4. 5％） 

 ２自治体 

（  8. 7％） 

 ７自治体 

（ 29. 2％） 

１１自治体 

（ 12. 1％） 

③ その他【       】 
 ３自治体 

（ 6. 8％） 

 ４自治体 

（ 17. 4％） 

 ３自治体 

（ 12. 5％） 

１０自治体 

（ 11. 0％） 

計 
４４自治体 

（100. 0％） 

２３自治体 

（100. 0％） 

２４自治体 

（100. 0％） 

９１自治体 

（100. 0％） 

【その他記載】 

・応募書類に記載の配慮事項をもとに、メールなどで個別に調整する（都道府県） 

・システムでの申込時に、配慮の項目ごとに希望するか否かを選択してもらい他に希望がある

場合はフリー入力で記載を求めている（都道府県） 

・応募者が配慮を希望する場合は、事前に電話やファクシミリ、メールなどにより、個別に調

整する（政令市） 

・受験案内に「受験にあたって配慮が必要な場合は申込時にお申し出ください」との案内をし

ている（政令市） 

・配慮事項を申請時に記載させ、考査当日までに詳細な配慮希望内容について、個別に連絡を

取り確認している（政令市） 

・必要に応じて、本人へ連絡し配慮方法を確認している（政令市） 

・応募書類には、勤務するにあたり配慮が必要な事項を記載させている。選考時については、

状況に応じて個別に調整する（府内市町村） 

・募集要項に選考時の配慮を求める事項を記載している（府内市町村） 

・選考時（面接考査）に、配慮事項の確認を行っている（府内市町村） 

 



別添２ 

「職業能力開発施設利用者のＳＮＳ利用に関するアンケート」について 
 

企業などが採用選考を行う際に、調査会社に依頼して、求職者のＳＮＳを調査し、求職者が過去に記載

した情報などを踏まえて、採用選考の参考情報として利用していることが報道されています。 
 

 

 

 

 

 
 

調査会社が行うＳＮＳ調査は、ＳＮＳ利用者の名前（アカウント名）が明らかなもの（フェイスブック

等）だけではなく、利用者の名前が分からないもの（X:旧 Twi t t e r 等）でも、利用者（求職者）の「生年

月日」や「現住所」、「学歴」などからアカウントを特定し、ＳＮＳから得られる情報を求人企業に報告す

る調査会社も出てきています。 

※※同じＳＮＳサービス内で「利用者の名前が明らかなアカウント」と「利用者の名前が明らかではないアカウント」などを複数利用してい

る場合は「サブアカウント」「サブアカ」と表現される場合があります。また「利用者の名前を特定されないように利用しているアカウント」

は「裏アカウント」「裏アカ」と表現される場合があります。これらから、「サブアカ調査」「裏アカ調査」などとされる場合があります。 
 

さらに、これらに追加して、求職者の住んでいる環境や、近隣での評判、住まいの様子などを調べる

「身元調査」を追加メニューとして、事業所に利用を促す調査会社も出てきています。 
 

ＳＮＳは利用者本人が発信している情報であることから、誰もがインターネットから見ることができ

るＳＮＳを、企業が調査することへの法規制は存在していません。 

しかし、以下のような点で、企業が採用選考に活用することは問題があると思われます。 
 

【企業が〔ＳＮＳ調査〕を採用選考に利用する際の不適切な点】 

①企業が応募者(生徒)の交友関係や家族情報など、プライバシーに関する情報に触れる可能性がある。 

②実際に本人ではない人による「なりすまし」の可能性がある。 

③調査会社が、応募者(生徒)を特定する際に、間違ってしまう可能性がある。 
 

こうした状況を踏まえ、大阪府では以下の観点でアンケートを実施します。 

①採用選考を行う企業がＳＮＳ調査を利用する問題点について、生徒の理解促進 

②ＳＮＳ調査に対する生徒の意識 

③生徒のＳＮＳ利用状況 

④ＳＮＳ調査に対する生徒の対応 
 

このアンケートは、公正な採用選考の理解促進と、職業能力開発施設の生徒への啓発のために使いま

す。個人を特定し、対応するものではありません。 

 

  

【ＳＮＳとは、どういったものでしょう？】 

ＳＮＳとは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（S o c ia l Ne tw o rkin g  S e rv ic e）の略称で、

「Ｘ：旧 T w it t e r」や「インスタグラム」、「フェイスブック」、「T ikT o k」などインターネット上で、利

用者同士が繋がれるような場所を提供するサービスの総称です。 

【生 徒】 

①採用選考に応募 

【S NS を利用】 
普段、思ったことや趣味、 

家族のこと、日常の不安 

などを書き込み 

友人と情報を共有 

 

【調査会社】 

②応募した生徒の
調査を依頼 

③会社から提供された 
情報を元にアカウントを 
特定し、投稿内容や、どん
な人と繋がっているか？ 
などを調査 

④調査の結果を 
企業に報告 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
調
査(

裏
ア
カ
調
査)

の
イ
メ
ー
ジ 
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職業能力開発施設利用者のＳＮＳ利用に関するアンケート 

 【設問１】 

あなたが利用しているＳＮＳを以下の中から

選んでください。 

（該当するすべてに☑してください） 

□Ｘ（旧 T w it t e r）（エックス・旧ツイッター） 

□In s t a g ra m（インスタグラム） 

□Fa c e b o o k（フェイスブック） 

□T ikT o k（ティックトック） 

□Yo u T u b e（ユーチューブ） 

□MIXI（ミクシィ） 

□その他の S NS（（）内に記述してください） 

〔                    〕 

□いずれも利用していない 

□分からない 

 

【設問２】 

あなたは、匿名のアカウントや、同じ S NS 内

で複数のアカウント(登録情報)を利用してい

ますか。(該当するすべてに☑してください) 

□持っていない 

□匿名のアカウントを利用している 

□同じ S NS 内で複数のアカウントを利用し

ている 

□分からない・忘れた 

□その他 

〔                 〕 

 

【設問３】 

あなたは、採用選考する企業の一部が調査会

社に依頼して求職者のＳＮＳを調査している

ことを知っていますか。 

□知っている 

□聞いたことぐらいはあるが、詳しくは分か
らない 

□知らない・聞いたこともない 

□その他 

〔                 〕 

【設問４】 

あなたは、企業が行う求職者へのＳＮＳ調査

について、どう思いますか。 

□調査されたくない 

□調査されるのは仕方がないが、不愉快だ 

□調査されるのは何とも思わない 

□企業は採用する全員を調査すべき 

□分からない 

□その他 

〔                 〕 

 

 

【設問５】 

あなたは、就職活動の際に、企業から「公開

している S NS の情報を調査しても良いか」

と聞かれたら同意しますか。 

□見られても問題ないので同意する 

□見られるのは嫌だが、同意しないと 

採用されないので同意する 

□見られることが嫌なので同意しない 

□分からない 

□その他 

〔                 〕 

 

【設問６】 

あなたは、企業が採用選考の際にＳＮＳを調

査していることについて、なにか対応策をと

っていますか。 

□見られても問題ない内容しか書いていな

いので、特に何の対応もしない。 

□見ることができる範囲を家族や友達など
に限定しているので問題ない。 

□見られることが嫌なので、自分を特定でき
ないよう、匿名で利用している。 

□分からない 

□その他 

〔                 〕 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました 

【記入日：令和  年  月  日】 
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など

）でも、利用者
りようしゃ

（求 職 者
きゅうしょくしゃ

）の

「生年
せいねん

月日
が っ ぴ

」や「現住所
げんじゅうしょ

」、「学歴
がくれき

」などからアカウントを特定
とくてい

し、ＳＮＳ
えすえぬえす

から得
え

られる情報
じょうほう

を求人
きゅうじん

企業
きぎょう

に報告
ほうこく

する調査
ちょうさ

会社
がいしゃ

も出
で

てきています。 

 

※同
おな

じＳＮＳ
えすえぬえす

サービス内
ない

で「利用者
り よ う し ゃ

の名前
な ま え

が明
あき

らかなアカウント」と「利用者
り よ う し ゃ

の名前
な ま え

が明
あき

らかではないアカウント」などを複数
ふくすう

利用
り よ う

してい

る場合
ば あ い

は「サブアカウント」「サブアカ」と表現
ひょうげん

される場合
ば あ い

があります。また「利用者
り よ う し ゃ

の名前
な ま え

を特定
とくてい

されないように利用
り よ う

しているアカウント」

は「裏
う ら

アカウント」「裏
う ら

アカ」と表現
ひょうげん

される場合があります。これらから、「サブアカ調査
ち ょ うさ

」「裏
う ら

アカ調査
ち ょ うさ

」などとされる場合
ば あ い

があります。 

 

さらに、これらに追加
つ い か

して、求 職 者
きゅうしょくしゃ

の住
す

んでいる環境
かんきょう

や、近隣
きんりん

での評判
ひょうばん

、住
す

まいの様子
よ う す

などを調
しら

べ

る「身元
み も と

調査
ちょうさ

」を追加
つ い か

メニューとして、事業所
じぎょうしょ

に利用
り よ う

を促
うなが

す調査
ちょうさ

会社
がいしゃ

も出
で

てきています。 

 

ＳＮＳ
えすえぬえす

は利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

が発信
はっしん

している情報
じょうほう

であることから、誰
だれ

もがインターネットから見
み

ることができ

るＳＮＳ
えすえぬえす

を、企業
きぎょう

が調査
ちょうさ

することへの法
ほう

規制
き せ い

は存
そん

在
ざい

していません。 

しかし、以下
い か

のような点
てん

で、企業
きぎょう

が採用
さいよう

選考
せんこう

に活用
かつよう

することは問題
もんだい

があると思
おも

われます。 

 

【企業
きぎょう

が〔ＳＮＳ
えすえぬえす

調査
ちょうさ

〕を採用
さいよう

選考
せんこう

に利用
り よ う

する際
さい

の不適切
ふてきせつ

な点
てん

】 

①企業
きぎょう

が応募者
おうぼしゃ

(生徒
せ い と

)の交友
こうゆう

関係
かんけい

や家族
か ぞ く

情報
じょうほう

など、プライバシーに関
かん

する情報
じょうほう

に触
ふ

れる可能性
かのうせい

があ

る。 

②実際
じっさい

に本人
ほんにん

ではない人
ひと

による「なりすまし」の可能性
かのうせい

がある。 

③調査
ちょうさ

会社
がいしゃ

が、応募者
おうぼしゃ

(生徒
せ い と

)を特定
とくてい

する際
さい

に、間違
ま ち が

ってしまう可能性
かのうせい

がある。 

 

こうした状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、大阪府
おおさかふ

では以下
い か

の観点
かんてん

でアンケートを実施
じ っ し

します。 

①採用
さいよう

選考
せんこう

を行
おこな

う企業
きぎょう

がＳＮＳ
えすえぬえす

調査
ちょうさ

を利用
り よ う

する問題点
もんだいてん

について、生徒
せ い と

の理解
り か い

促進
そくしん

 

②ＳＮＳ
えすえぬえす

調査
ちょうさ

に対
たい

する生徒
せ い と

の意識
い し き

 

③生徒
せ い と

のＳＮＳ
えすえぬえす

利用
り よ う

状 況
じょうきょう

 

④ＳＮＳ
えすえぬえす

調査
ちょうさ

に対
たい

する生徒
せ い と

の対応
たいおう

 

 

このアンケートは、公正
こうせい

な採用
さいよう

選考
せんこう

の理解
り か い

促進
そくしん

と、職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

施設
し せ つ

の生徒
せ い と

への啓発
けいはつ

のために使
つか

い

ます。個人
こ じ ん

を特定
とくてい

し、対応
たいおう

するものではありません。 

 

【ＳＮＳ
えすえぬえす

とは、どういったものでしょう？】 

ＳＮＳ
えすえぬえす

とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（S o c ia l
そーしゃる

 Ne tw o rkin g
ね っ と わ ー き ん ぐ

 S e rv ic e
さ ー び す

）の略 称
りゃくしょう

で、

「 Ｘ
えっくす

：旧
きゅう

Tw it te r
つ い っ た ー

」や「インスタグラム」、「フェイスブック」、「TikTok
てぃっくとっく

」などインターネット上
じょう

で、

利用者
りようしゃ

同士
ど う し

が繋
つな

がれるような場所
ば し ょ

を提供
ていきょう

するサービスの総称
そうしょう

です。 



別添２ 

 

 

  

【生
せい

 徒
と

】 

①採用
さいよう

選考
せんこう

に応募
お う ぼ

 

【S N S
えすえぬえす

を利用
り よ う

】 

普段
ふ だ ん

、思
おも

ったことや趣味
し ゅ み

、 

家族
か ぞ く

のこと、日常
にちじょう

の不安
ふ あ ん

 

などを書
か

き込
こ

み 

【調査
ちょうさ

会社
がいしゃ

】 

②応募
お う ぼ

した生徒
せ い と

の

調査
ちょうさ

を依頼
い ら い

 

③会社
かいしゃ

から提供
ていきょう

された 

情報
じょうほう

を元
もと

にアカウントを 

特定
とくてい

し、投稿
とうこう

内容
ないよう

や、どん

な人
ひと

と繋
つな

がっているか？ 

などを調査
ちょうさ

 

④調査
ちょうさ

の結果
け っ か

を 

企業
きぎょう

に報告
ほうこく

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ

え
す
え
ぬ
え
す

調
査

ち
ょ
う
さ(

裏 う
ら

ア
カ
調
査

ち
ょ
う
さ)

の
イ
メ
ー
ジ 

かい  しゃ 



別添２ 

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のＳＮＳ
えすえぬえす

利用
り よ う

に関
かん

するアンケート 

 
【設問

せつもん

１】 

あなたが利用
り よ う

しているＳＮＳ
えすえぬえす

を以下の中から選
えら

んでください。 

（該当
がいとう

するすべてに☑してください） 

□Ｘ（旧
きゅう

T w it te r）（エックス・旧
きゅう

ツイッター） 

□In s t a g ra m（インスタグラム） 

□Fa c e b o o k（フェイスブック） 

□T ikT o k（ティックトック） 

□Yo u T u b e（ユーチューブ） 

□MIXI（ミクシィ） 

□その他
た

のS N S
えすえぬえす

（（）内
ない

に記述
きじゅつ

してください） 

〔                    〕 

□いずれも利用
り よ う

していない 

□分
わ

からない 

 

【設問
せつもん

２】 

あなたは、匿名
とくめい

のアカウントや、同
おな

じ S N S
えすえぬえす

内
ない

で

複数
ふくすう

のアカウント(登録
とうろく

情 報
じょうほう

)を利用
り よ う

しています

か。(該当
がいとう

するすべてに☑してください) 

□持
も

っていない 

□匿名
とくめい

のアカウントを利用
り よ う

している 

□同
おな

じ S N S
えすえぬえす

内
ない

で複数
ふくすう

のアカウントを利用
り よ う

して

いる 

□分
わ

からない・忘
わす

れた 

□その他
た

 

〔                 〕 

 

【設問
せつもん

３】 

あなたは、採用
さいよう

選考
せんこう

する企業
きぎょう

の一部
い ち ぶ

が調査
ちょうさ

会社
がいしゃ

に

依頼
い ら い

して求 職 者
きゅうしょくしゃ

のＳＮＳ
えすえぬえす

を調査
ちょうさ

していること

を知
し

っていますか。 

□知
し

っている 

□聞
き

いたことぐらいはあるが、詳
くわ

しくは分
わ

からな

い 

□知
し

らない・聞
き

いたこともない 

□その他
た

 

〔                 〕 

【設問
せつもん

４】 

あなたは、企業
きぎょう

が行う求 職 者
きゅうしょくしゃ

へのＳＮＳ
えすえぬえす

調査
ちょうさ

に

ついて、どう思
おも

いますか。 

□調査
ちょうさ

されたくない 

□調査
ちょうさ

されるのは仕方
し か た

がないが、不愉快
ふ ゆ か い

だ 

□調査
ちょうさ

されるのは何
なん

とも思
おも

わない 

□企業
きぎょう

は採用
さいよう

する全員
ぜんいん

を調査
ちょうさ

すべき 

□分
わ

からない 

□その他
た

 

〔                 〕 

 

 

【設問
せつもん

５】 

あなたは、就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

の際
さい

に、企業
きぎょう

から「公開
こうかい

し

ている S N S
えすえぬえす

の情 報
じょうほう

を調査
ちょうさ

しても良
よ

いか」と聞
き

かれたら同意
ど う い

しますか。 

□見
み

られても問題
もんだい

ないので同意
ど う い

する 

□見
み

られるのは嫌
いや

だが、同意
ど う い

しないと 

採用
さいよう

されないので同意
ど う い

する 

□見
み

られることが嫌
いや

なので同意
ど う い

しない 

□分
わ

からない 

□その他
た

 

〔                 〕 

 

【設問
せつもん

６】 

あなたは、企業
きぎょう

が採用
さいよう

選考
せんこう

の際
さい

にＳＮＳ
えすえぬえす

を調査
ちょうさ

し

ていることについて、なにか対応
たいおう

策
さく

をとっていま

すか。 

□見
み

られても問題
もんだい

ない内容
ないよう

しか書
か

いていないの

で、特
とく

に何
なん

の対応
たいおう

もしない。 

□見
み

ることができる範囲
は ん い

を家族
か ぞ く

や友達
ともだち

などに

限定
げんてい

しているので問題
もんだい

ない。 

□見
み

られることが嫌
いや

なので、自分
じ ぶ ん

を特定
とくてい

できない

よう、匿名
とくめい

で利用
り よ う

している。 

□分
わ

からない 

□その他
た

 

〔                 〕 

アンケートは以上
いじょう

です。ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました 

【記
き

入日
にゅうび

：令和
れ い わ

  年
ねん

  月
がつ

  日
にち

】 

 


